
名古屋市障害児（者）緊急短期入所空床確保事業の運用変更について（概要）   
１ 趣旨 

障害児（者）緊急短期入所空床確保事業については、現在、市内に３床の空床を確保して

いるところです。 

このたび、緊急利用者や各特定相談支援事業所へのアンケート調査結果等を踏まえ、より

使いやすい制度となるよう、以下のとおり利用申込開始時期を改めることとしましたので、

ご案内します。 

あわせて、緊急利用者の円滑な受け入れ及び支援のため、相談支援事業所等が有する緊急

利用者の情報をスムーズに緊急短期入所空床確保事業者（以下「事業者」という。）に提供

できるよう、共通のアセスメントシートを作成いたしましたので、ご協力いただきますよう

お願いいたします。 

 

２ 実施時期 

  令和２年４月１日 

 

３ 変更内容 

区分 変更前 変更後 

申込開始時期 利用を開始する日の２日前から 利用を開始する日の４日前から 

申込理由 

（変更なし） 

・介護者の疾病、事故、出産 

・介護者の親族（民法に規定する3親等内の親族）の疾病、事故、

出産、通夜・葬式 

・その他上記に準ずるもの 

（※）下線部は変更箇所 

（※）なお、空床確保分が既に利用されている、または事業者において緊急利用者の心身

等の状況から適切なサービスを提供することが困難と判断した場合等に、受入れがで

きない場合があります。 

 

 

 （２）共通アセスメントシート（※別紙）の作成（新規） 

緊急利用者の円滑な受け入れ及び支援のため、相談支援事業所等が事業者に緊急利用の

依頼をする場合は、当該緊急利用者に係る共通アセスメントシートを作成し、事業者に提

供していただきますよう、ご協力をお願いいたします。 

なお、様式は「ウェルネットなごや（事業者の方へ）」に掲載します。 

 

 

 



   緊急利用希望者の発生から受入までの流れ 

    

   〔相談支援事業所〕               〔緊急短期入所空床確保事業所〕 

 

  ①緊急利用希望者の発生 

 

 

   ②緊急利用の受入調整・              ③共通アセスメントシートを 

共通アセスメントシートの作成・提供         もとに受入準備 

※相談支援事業所・保護者（または緊急利用者の 

情報を良く知る者）等により作成 

 

                            ④受入・支援 

 

４ 申込方法（変更なし） 

事業の利用を希望する方は、利用を希望する事業者へ電話により連絡し、利用の申込みを

行います。利用申込みの後、事業者から必要な手続き等についてお知らせします。 

 

〔障害児（者）緊急短期入所空床確保事業所一覧〕 

事業者名 短期入所事業所 
申込先 

（℡番号） 

主たる 

障害種別 

社会福祉法人 

よつ葉の会 

短期入所よつ葉の家 
052-529-5400 知的 

西区新福寺町２丁目６－２ 

社会福祉法人 

ひまわり福祉会 

杜の家 
052-709-3813 身体 

名東区梅森坂３丁目４１０１ 

ひまわりの風 
052-709-3811 知的 

名東区梅森坂３丁目３６０７ 

 

５ 利用日数（変更なし） 

短期入所の支給決定による支給量の範囲内で、事業者と調整の上、決定します。ただし、

２週間までが上限となります。 

 

６ 事業についての問合せ先 

名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課施設事業係 

  ＴＥＬ：０５２－９７２－２５６０ 

ＦＡＸ：０５２－９７２－４１４９ 

  Ｅ－ｍａｉｌ：a2560@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

受入調整時に

アセスメント

シートを提供 


